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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年２月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２４年３月１０日 ０７時５２分ごろ 

発生場所 明石海峡航路中央第２号灯浮標付近 

 兵庫県淡路市所在の江埼灯台から真方位０３５°２,２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.４′ 東経１３５°００.６′） 

事故調査の経過  平成２４年３月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二海生
かいせい

丸、９.７トン 

   ＨＧ２－５５２９（漁船登録番号）、個人所有 

   １５.３１ｍ（Lr）×４.００ｍ×１.４０ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、平成１１年１月６日 

Ｂ 漁船 第三海生
かいせい

丸、９.７トン 

   ＨＧ２－５５３９（漁船登録番号）、個人所有 

   １５.３１ｍ（Lr）×４.００ｍ×１.４０ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、平成１１年４月３０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５７年１０月１５日 

    免許証交付日 平成１９年６月１４日 

           （平成２４年６月２８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１７年５月１３日 

    免許証交付日 平成２２年５月１２日 

           （平成２７年５月１２日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長Ａ） 

 損傷 Ａ 航海計器及び機関濡損、漁網損傷 

Ｂ なし 

 事故の経過  Ａ船は、主網船として船長Ａが１人で乗り組み、また、Ｂ船は、網

船として船長Ｂが１人で乗り組み、運搬船（以下「Ｃ船」という。）

と３隻の船団により、平成２４年３月１０日０６時１０分ごろ、明石
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海峡航路東口付近の漁場に到着し、いかなご２そう引きによる機船船

びき網漁を開始した。 

 Ａ船は、網の左側の引き索を、Ｂ船は、右側の引き索をそれぞれ引

いて約７０～８０ｍの船間距離をとり、船長Ａ及び船長Ｂは、手動操

舵に就き、船首を南東方に向けて約２ノット（kn）の対水速力でえい
．．

網し、北西方に流れる潮流を受け、北西方に圧流されながら明石海峡

航路に沿って操業を行った。 

 Ａ船は、０７時３８分ごろ明石海峡大橋を通過した際、船長Ａは、

このままの針路だと明石海峡航路中央第２号灯浮標（以下「２号灯浮

標」という。）に接近するので、本船団の北側に浮流物が流れていた

こと、及び前の船団が２号灯浮標の南側を通過していたことから、船

首方向を淡路市岩屋港（南方）に向けて２号灯浮標の南側を通過する

ことにし、その旨を船長Ｂに無線で連絡した。 

 Ａ船は、船首方向を南方に向けて航行中、０７時４９分ごろ２号灯

浮標のアンカーチェーンに漁網が接触し、漁網は２号灯浮標の北側

を、Ａ船及びＢ船は南側をそれぞれ通過したのち、船長Ａは、Ｂ船に

横付けしようと考え、船首を北西に向けたところ、右舷後方に出てい

た引き索によって横引きされる状態となり、０７時５２分ごろＡ船は

右舷側に傾斜して転覆した。 

 Ｂ船は、漁網がアンカーチェーンに接触後、Ｂ船の船首は西方を向

いていたところ、船尾方に出ていた引き索に引かれる状況となった

が、南方に向いた状態で停止した。 

 船長Ａは、操舵室から脱出しようとしたが、引き戸が開かず、Ａ船

が約１８０°回転し、完全に操舵室が海中に没したとき、引き戸が開

いたので、操舵室の外に出てＡ船の船底にはい上がった。 

 船長Ａは、救助に駆け付けたＣ船に救助されたのち、警戒中であっ

た巡視艇により明石市明石港まで運ばれ、病院に搬送されて低体温症

と診断された。 

 Ａ船は、僚船により、岩屋港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海面 平穏、水温 約１０℃、潮流 北西流約５kn 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、約２７年間の明石海峡航路における操業経験があり、漁

網を引く方向は船長Ａが決め、無線で船長Ｂに指示していた。 

 Ａ船及びＢ船は、それぞれの船尾端から出した長さ約９０ｍの引き

綱で長さ約８０ｍの漁網（大引網、首網及び袋網）を引いていた。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 判明した事項の解析  Ａ船は、明石海峡航路において、Ｂ船と共に２そう引きによりえい
．．

網しながら北西進中、船長Ａが、２号灯浮標への接近を避けようとし

た際、２号灯浮標の南方を通過しようとして航行したことから、えい
．．

網中の網が２号灯浮標のアンカーチェーンと接触し、右舷後方に出て

いた引き索に横引きされる状態となり、右舷側に傾斜して転覆したも

のと考えられる。 

 船長Ａは、北西流に圧流されていることを知っていたが、Ａ船の北

方を流れる浮流物が気になったこと、及び先行する船団が２号灯浮標

の南方を通過したことから、２号灯浮標の南方を通過したものと考え

られる。 

原因  本事故は、Ａ船が、明石海峡航路において、Ｂ船と共に２そう引き

によりえ
．
い
．
網しながら北西進中、船長Ａが、２号灯浮標への接近を避

けようとした際、２号灯浮標の南方を通過しようとして航行したた

め、えい
．．

網中の網が２号灯浮標のアンカーチェーンと接触し、右舷後

方に出ていた引き索に横引きされる状態となり、右舷側に傾斜して転

覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・潮流の影響を考慮した操船を行うこと 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 

 




